




















（参　考６）

経 過 措 置 イ メ ー ジ
給 与 制 度 の 総 合 的 見 直 し

  給料表水準の引下げとなる職員に配慮し、平成27年４月１日から 

 平成30年３月31日までの３年間、経過措置（現給保障）を講ずる。 

 ＜ケース１＞早期に経過措置の対象者でなくなる場合 

 ＜ケース２＞３年間、経過措置の対象者である場合 

（昇給等）
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